２．「工賃水準ステップアップ事業」

の概要

２．「工賃水準ステップアップ事業」の概要

（1）事業実施の背景とその位置付け

　 ・ 年金の見直しを含む障害者の所得保障の充実が必要

→ 所得保障の充実における一つの方策としての「工賃アップ」

（障害基礎年金＋最低賃金の1/3程度の工賃水準（地域生活が可能になる水準）をめざす）

　 ・ 平成19年度の都道府県「工賃倍増計画支援事業」のモデル事業（授産施設に経営コンサルタントを派遣し、経営改善を図るモデル事業）としての位置付け

（2）「工賃水準ステップアップ事業」の趣旨・目的等

 ① 趣旨･目的

　　　　工賃水準を引き上げるため、授産施設等に経営コンサルタント等が入り、コンサルティングにより経営改善を図るモデル事業を実施し、その成果をまとめ、公表する。

　 ② 費用

　　　　コンサルタント料、評価報告書作成費等　18,000千円

　 ③ 実施主体

　　　　社会福祉法人全国社会福祉協議会・全国社会就労センター協議会（セルプ協）

（3）事業のイメージ
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（4）「工賃水準ステップアップ事業」の事業の進め方

 ① セルプ協における事業の進め方（「モデル事業」の実施）

　　・　障害者の就労の場である授産施設等における工賃水準を引き上げるため、モデル事業を実施し、その成果をとりまとめ、公表する。

　　・　セルプ協内に「工賃水準ステップアップ事業推進特別委員会」を設置し、事業の進め方の検討およびモデル事業の結果をとりまとめ、報告書の作成を行う。…（表①）
　　・　モデル事業を実施する施設は全国に公募し、地域性・障害種別・支給工賃等をふまえ、セルプ協において決定する。…………………………………………………（表②）
　　・　経営コンサルタント等についてはモデル施設で選定し、これまでの実績や地域性をふまえ、工賃水準ステップアップ事業特別委員会において決定する。………（表②）
　　・　１モデル事業実施施設に対し、障害保健福祉推進事業・障害者自立支援調査研究プロジェクトによる補助金をもとに、250万円を上限に負担する。この負担金を超える経費については、モデル事業実施施設の負担とする。

【（表①－１）工賃水準ステップアップ事業推進特別委員会・委員】

	所属
	委員名
	役職名

	委員長（学識経験者）
	朝日　雅也
	埼玉県立大学准教授

	副委員長（セルプ協）
	鈴木　清覚
	副会長

	委　員（日本労働組合総連合会）
	末永　　太
	雇用法制対策局部長

	  〃  （日本経済団体連合会）
	輪島　　忍
	労政第一本部雇用管理グループ長

	  〃  （厚生労働省）
	箕輪　優子
	障害福祉課就労支援専門官

	  〃  （セルプ協）
	西川　　茂
	事業振興委員会筆頭副委員長

	  〃  （　 〃　 ）
	叶　　義文
	調査･研究･研修委員会副委員長

	  〃  （　 〃　 ）
	増田　一世
	福祉工場部会幹事


【（表①－２）工賃水準ステップアップ事業推進特別委員会の開催状況】

	回数
	開催日
	協議内容

	第１回
	９月27日
	・工賃水準ステップアップ事業の進め方について

 （工賃水準ステップアップ事業・モデル事業実施要綱(案)について）

・モデル事業実施６施設の実施計画書の審査･承認について ※１

 （実施施設が契約する経営コンサルタント等の承認及び決定について）

	第２回
	12月15日
	・モデル事業実施６施設の中間報告書の審査について ※１

 （モデル事業実施施設･コンサルタント等からのヒアリング）

・特別委員会委員によるモデル事業実施施設の現地視察の実施について

	12月～１月
	経営コンサルタント等からのモデル事業の進め方に対する意見聴取※２

	第３回
	１月18日
	・モデル事業実施６施設の中間報告書の審査について ※１

・現地視察の進め方について

・経営コンサルタント等からのモデル事業の進め方に対する意見・提案

・事業報告書のとりまとめの方向性について

	第４回
	３月19日
	・モデル事業実施６施設の事業報告書の審査について

 （モデル事業実施施設･コンサルタント等からのヒアリング）

・事業報告書の作成について


※１）事業推進特別委員会からモデル事業実施施設へのアドバイス（P.21～24参照）

※２）経営コンサルタントからのモデル事業の進め方の意見・提案（P.25～27参照）

【（表②－１）モデル事業実施施設の決定までのプロセス】

	月　日
	内　　　容

	７月13日
	・モデル事業実施施設の公募文書の送付

	７月21日
	・モデル事業実施施設の公募〆切（65施設より応募）

	7月～8月


	・モデル事業実施施設の選考

 第１次選考（65施設 → 30施設）

（選考基準）

　①現時点で平均工賃40,000円以上の施設は対象外（工賃水準の高い施設）

　②現時点で平均工賃が5,000円未満で目標工賃が15,000円未満の施設は対象外（工賃水準の著しく低い施設）

 第２次【最終】選考（30施設 → 6施設）
（選考基準）

　①地域性を考慮して各ブロックから１施設を選考

　②施設障害種別の応募数の割合を考慮して選考

　③現時点の工賃が全国の平均水準→最低賃金の1/3程度の水準をめざすところを選考（＋年金で地域生活が可能な水準）

 選考結果（モデル事業実施６施設の分布）
北海道
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中国

四国
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１
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施設

１

(通所)



	８月25日
	・セルプ協第４回常任協議員会（モデル事業実施６施設の決定）

	９月１日
	・モデル事業実施施設への決定通知の送付

	９月13日
	・モデル事業実施施設に対する事前事業説明会

 （実施計画書の提出・モデル事業実施施設によるコンサルタントの選定）

	９月27日
	・第１回工賃水準ステップアップ事業推進特別委員会

 （実施計画書及びモデル施設が選定するコンサルタントの承認･決定）


【（表②－２）モデル事業実施施設一覧】

	№
	都道府県

(ブロック)
	市町村
	モデル事業実施

施設名
	モデル施設が選定した

コンサルタント等

	１
	宮城県

(北海道＋東北)
	仙台市

太白区
	西多賀ワークキャンパス

（身体入所）
	㈱三澤経営センター コンサルタント事業部長

斎藤 正憲（医業経営コンサルタント）

	２
	神奈川県

（関東）
	藤沢市
	ハートピア湘南

（知的通所）
	進和経営　代表

若林 進（大手コンサルティング会社勤務）

	３
	三重県

（東海北陸）
	津市
	クローバーハウス

（精神通所）
	マネジメント・オフィス・フロイデ

代表　八木 俊介（社会保険労務士）

	４
	滋賀県

（近畿）
	守山市
	あじさい園

（知的通所）
	(社)滋賀県社会就労事業振興センター

細川 隆司（㈱トレードネット代表取締役）

	５
	山口県

（中国四国）
	宇部市
	南風荘

（身体入所・知的通所）
	㈲柳川経営研究所　代表取締役

柳川　博（中小企業診断士）

	６
	福岡県

（九州）
	大牟田市
	大牟田恵愛園

（身体入所）
	㈲エムケイブレーン　代表取締役

槇本 健次（中小企業診断士・一般販売士）


② モデル事業実施施設によるモデル事業の進め方（モデル事業実施要綱P.393～395参照）

　 ●コンサルティングの導入による工賃引上げ目標の設定と改善計画の策定・計画の実行

　　　 経営コンサルタントや専門家による、①市場調査による事業転換、②新たな商品開発や業種開発、③販路拡大・支援の工夫、④経費削減、等のコンサルティングを導入し、工賃引上げ目標の設定とその実現のための改善計画を策定し、計画を実行する。

　 ●モデル事業推進のための地域ネットワーク会議（仮称）の設置運営

　　　 モデル事業を推進し、今後継続して工賃アップに資するために必要な専門家、福祉関係者、企業、行政等の参加を得た地域ネットワーク会議（仮称）を設置し、定期的に開催する。コンサルタント等もこの会議に参加する。…………………………（表③）
　 ●モデル事業の報告書のとりまとめと提出

　　　 具体的数値目標および改善計画を含む中間報告書を平成18年11月末日までに本会に提出する。その後、本会が示す様式等に基づき、事業完了報告書を平成19年３月９日までに本会に提出する。その後、設定した最終目標年度までの取り組みについては、半年に１回、経過報告書を本会に提出するものとする。
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【（表③）モデル事業実施施設の地域ネットワーク会議の開催状況】

	№
	モデル事業実施

施設名
	名称
	委員構成
	開催日

	１
	西多賀

ワークキャンパス

（身体入所）
	地域ネットワーク会議
	・県社協、県セルプ協、県セルプセンター

・県生協、フードコーディネーター

（５名で編成）
	① 10月30日

② 11月28日

③ 12月19日

④ １月30日

⑤ ２月27日

	２
	ハートピア湘南

（知的通所）
	工賃水準ステップアップ事業・地域ネットワーク会議
	・市障害福祉課、県セルプ協

・市商工会議所、湘南地域連合（労働組合）

・企業ＯＢ

・税理士　　　　　　　　　　 （６名で編成）
	① 10月６日

② 11月８日

③ 12月６日

④ １月22日

⑤ ２月23日

⑥ ３月20日

⑦ ３月27日

	３
	クローバーハウス

（精神通所）
	地域ネットワーク会議
	・県農水商工部、県セルプセンター

・市健康福祉部、市社協

・市商工会議所、地元商店経営者、県生協

・利用者代表、法人・施設代表 （15名で編成）
	① 10月19日

② 11月13日

③ １月５日

④ １月25日

	４
	あじさい園

（知的通所）
	ワクワークネットワーク
	・市健康福祉部、市環境経済部、市社協

・市商工会議所、地元企業経営者

・法人・施設代表　　　　　   （７名で編成）
	① 10月10日

② 11月13日

③ 12月６日

④ １月17日

⑤ ２月14日

	５
	南風荘

（身体入所）

（知的通所）
	南風荘工賃水準ステップアップネットワーク会議
	・市障害福祉課、県雇用開発協会

・市商工会議所、地元企業経営者

・法人・施設代表　　　　　　 （11名で編成）
	① ９月20日

② 10月25日

③ 11月20日

④ １月12日

⑤ ２月23日

	６
	大牟田恵愛園

（身体入所）
	工賃水準ステップアップ事業ネットワーク会議
	・市福祉事務所長、市長寿社会福祉課

・県セルプ協、市社協、市障害者協議会

・市商工会議所、地元企業経営者、設計会社

・市商店街連絡協議会、地域の代表

・周辺施設、地元ＮＰＯ、学識経験者

・法人・施設代表　　　　　　 （22名で編成）
	① 10月23日

② 11月22日

③ ２月27日

④ ３月27日


【（表④－１）事業推進特別委員会委員による現地視察の実施状況】

	№
	モデル事業実施施設
	現地視察実施日
	現地視察委員

	１
	西多賀ワークキャンパス

（身体入所）
	１月30日（火）
	鈴木　清覚

	２
	ハートピア湘南

（知的通所）
	１月22日（月）
	鈴木　清覚

	３
	クローバーハウス

（精神通所）
	１月25日（木）
	鈴木　清覚

増田　一世

	４
	あじさい園

（知的通所）
	１月17日（水）
	朝日　雅也

西川　　茂

	５
	南風荘

（身体入所・知的通所）
	１月12日（金）
	箕輪　優子

叶　　義文

	６
	大牟田恵愛園

（身体入所）
	２月27日（火）
	箕輪　優子

叶　　義文



（表④－２）

「工賃水準ステップアップ事業」現地視察の視点

１．フェイスシート
（1）調査委員名

（2）視察施設名

（3）主たる応対者の職種・氏名

（4）施設の概要パンフレット・会議資料等（いただいたものを添付）

（5）写真（施設全景、作業風景、地域ネットワーク会議の模様など）

２．視察レポート（視察内容（委員の考察）とそのキーワードを箇条書きで簡潔に執筆）

　（1）工賃ステップアップ対象事業の作業の状況

　（2）利用者の工賃アップに対する意識

　（3）職員の工賃アップ（事業への取り組み）に対する意識

　（4）施設長の工賃アップ（事業への取り組み）に対する意識

　（5）地域ネットワーク会議の開催状況（効果的な議論・意見が出ているかどうか）

３．視察委員の評価（※評価の内容とそのキーワードを箇条書きで簡潔に執筆）

　（1）対象事業（対象作業科目）選定プロセスの評価

　（2）具体的数値目標の達成度の評価（今後の達成の見通し）

　（3）改善計画・計画実行スケジュールの評価

　（4）地域ネットワーク会議の効果についての評価

　（5）コンサルタント等の指導に対する評価

　（6）総合評価

４．今後の課題や展望（※内容とそのキーワードを箇条書きで簡潔に執筆）

５．その他特筆すべき事項

（5）モデル事業実施施設へのアドバイス（事業推進特別委員会より）

 ①「実施計画書」の承認および今後の事業推進に向けたアドバイス（10月12日）


「実施計画書」の承認および今後の事業推進に向けたアドバイス
社会福祉法人全国社会福祉協議会

全国社会就労センター協議会

９月27日、工賃水準ステップアップ事業・第１回事業推進特別委員会を開催し、先般ご提出いただいた実施計画書について承認されましたことをご報告いたします。

なお、承認にあたって特別委員会委員から今後の事業推進に向けたアドバイスをいただいておりますので、十分お含みおきいただき、今後の事業を進めていただくようお願いいたします。

共通事項

①市場調査を実施して地域の状況を的確に捉えること

・ 事業の実施（対象作業の選定・具体的数値目標の設定、改善計画の策定など）にあたり、市場調査を実施して地域の状況（ニーズ）を的確に捉えて進めていくことが効果的です。

・ 特に、工賃アップの対象となる作業の選定において、現状の改善にとどめるのか、事業転換などによって新たな挑戦をしていくのか、地域の状況を十分に把握した上で、その方向性を定めていくことが重要です。例えば、下請中心の現状から自主製品の製造販売へのシフトを考える場合においても、利用者の工賃アップを支えるための販路を確保できるのか、競合する他の生産者はいないかなど、今一度検証していくことが必要です。市場調査を通じて地域の企業と連携する条件が見つかり、大規模な下請作業への転換を図ることが可能な場合もあるかもしれません。また、利用者の職業スキルとは関係なく、取り扱う製品が変わるだけで工賃が変わる可能性もあるかもしれません。

・ コンサルタント等を活用し、まず、市場調査を通じて地域の状況を把握してみてください。なお、このことによって当初の計画から変更が生じても差し支えはありません。

②職員教育のプログラムを計画の中に盛り込むこと

・ 工賃水準のステップアップに際しては、施設長や一部の職員だけで進めていくのではなく、施設の職員全員が一丸となって取り組んでいくことが必要です。そのための職員の意識改革の時間を十分に取るとともに、職員の専門的な知識の習得などのための教育の場を作っていくことによって、最終的には職員一人ひとりが必ず工賃アップを実現するという確固たる信念を持つことが必要になります。「職員一人ひとりに利用者全員の工賃アップを実現するために何をすべきかの目標」を設定させるなど、職員に「今、この施設において、自分はどのような取り組みをすべきか。役割は何なのか」を具体的に考えさせていく必要があると思います。

・ コンサルタント等を活用し、講師を呼んでの学習会、高工賃を実現している施設見学、企業の人との懇談など、職員教育のプログラムを計画の中に盛り込んでみてください。

③利用者の作業能力を高めるための研修プログラムを計画の中に盛り込むこと

・ ②の取り組みとあわせて、実際に作業を行う利用者の作業能力を高める取り組みも必要になると思いますので、利用者に対する研修プログラムも計画の中に盛り込んでみてください。
④地域ネットワーク会議の委員構成を戦略的に活用すること

・ 全体的に地域ネットワーク会議の委員構成が旧態然としている面が否めません。目標達成のための改善点を戦略的に捉え、今後、必要な委員を追加していくことが効果的といえます。例えば、魅力ある商品としていくために女性の視点を活用していくことや、地域の消費者の顔が見えるための消費者代表の方を委員の中に入れるなど、今後、必要に応じて委員を追加していく対応をとってみてください。

・ なお、今回実施計画書をご提出いただいた福岡県・大牟田恵愛園の地域ネットワーク会議においては、地元行政から地元企業、校区の代表や女性ネットワーク、商店街組合の代表に至るまで、22名の大きな地域ネットワーク会議を構成しています。新たにレストランを立ち上げて工賃アップを図ることを目標に掲げ、コンサルタントと相談し、地域の幅広い人に対してレストランのことを知ってもらうため、あえて戦略的にネットワーク会議の構成委員を増やしている点は評価できます。

・ コンサルタント等を活用し、既成の概念に囚われず、戦略的に地域ネットワーク会議を構成してみてください。

⑤具体的数値目標の設定にあたっての指摘事項（中間報告書の提出に向けて）

　・ 具体的数値目標の設定にあたり、対象作業・対象人数を明確にして設定すること。

　　（各施設の工賃目標等の比較ができるように基準を統一すること）

　・ 目標年度の設定は１年ごととすること。

　　（例：18年度～20年度の計画 → 18年度・19年度・20年度（最終年度）の目標を設定）

【様式例（中間報告提出用）】

「工賃ステップアップに向けた」具体的数値目標

○作業科目名：　　　　　　　　○対象人数：　　　　　　 人

	
	現状

（17年度実績）
	18年度の目標
	19年度の目標
	最終目標

（20年度）

	平均工賃(目標)金額
	
	
	
	

	年額売上(目標)金額（Ａ）
	
	
	
	

	売上に対する年額総原価（Ｂ）
	
	
	
	

	年間利益（Ａ－Ｂ）
	
	
	
	


⑥最終報告書の提出に向けて

　・ 18年度の工賃支払い実績について、対象事業の平均工賃に加え、個々の利用者の工賃支払い実績額の推移（17年度実績、18年度（最終報告書提出時））を報告すること。

　・ 可能ならば、工賃アップに向けた取り組みを写真やビデオで撮影し、そのプロセスを映像などで報告する工夫もしてください。

②「モデル事業」の今後のすすめ方についてのアドバイス（その２）（１月31日）


「モデル事業」の今後のすすめ方についてのアドバイス（その２）

社会福祉法人全国社会福祉協議会

全国社会就労センター協議会

１月18日に工賃水準ステップアップ事業第３回特別委員会を開催し、先般ご提出いただいた中間報告書の審査を行いました。そしてコンサルタントとの基本的なかかわり方など、今後のモデル事業のすすめ方のアドバイスをいただきましたので、ご確認いただくようお願いいたします。

共通事項

①「工賃アップの意味」についての十分な共有理解が図れているか確認すること
　・ モデル事業実施施設の取り組みを通じ、施設長・職員全体・利用者（家族）全体の「工賃アップの意味についての共有理解」が不足していると、なかなか事業がうまく進まない、との報告がいくつかの施設から届いています。

　・ クローバーハウス（三重県）の報告によると、法人の常務理事の「工賃５万円の実現」という強い決意から事業を始めたとのことですが、事業の開始当初は職員内部から「そんなことできない」との反発が多くありました。そこで、特に職員間の時間をかけた激論によって「できない、知らない、わからないと言わないこと」という約束事を決めるとともに、職員間での工賃アップに向けた取り組みの共有理解を徐々に図ってきました。この職員間の共有理解の「壁」を乗り越えるには大変な困難がありましたが、その壁を越えた後は、比較的スムーズに事業を進めることができているとのことです。

　・ また、あじさい園（滋賀県）の報告によると、新規事業（自転車駐輪場の管理の仕事）に実際に取り組んでみたことによって、一気に共通理解を図ることができました。これまで施設の中だけで作業をしていた利用者が、施設の外に出て地域の中で仕事をするようになったことにより、まず利用者の意識が変化し、この利用者の変化に引っ張られる形で、職員の意識も変わってきました。「やれ、やれと言われただけでは職員は動かない。新規事業は難しいと思っていたが、実際にやってみたら案外大丈夫だった、という安心感が利用者や職員を動かした」ことを実感したとのことです。

　・ ２つの施設に共通する課題として、工賃アップの対象事業の利用者とそうでない利用者との間に、工賃額や作業量の差が出てしまうことが挙げられています。高い工賃を得るため働きたいという利用者もいれば、あまり厳しい仕事を望まない利用者もいて、無理に工賃も一緒・作業も一緒にしていくとさまざまな問題が出てくるとのことです。利用者に対してきちんと「工賃アップの意味」を説明し、その上でどのような働き方を望むのか、複数の選択肢を用意して利用者に決めてもらうプロセスが重要になります。

　・ 上記の２つの施設の取り組みなどを参考に、「工賃アップの意味」をきちんと説明するとともに、施設長・職員全体・利用者（家族）全体に十分な共有理解がなされているか、今一度確認した上で、今後の事業を進めていただくようお願いします。

②「施設の主体性」を発揮して工賃アップの取り組みを進めること
　・ いくつかのモデル事業実施施設の事業のすすめ方において「コンサルタントに任せて工賃アップを待っている」という意識がどこかにあるのではないかと感じられます。

　・ 大牟田恵愛園（福岡県）の報告に「施設長の思いとしては施設が主体となって工賃アップを進めていきたいと考えているが、職員とコンサルタントの間に圧倒的な専門性や知識の差があり、結果として職員がコンサルタントに全てを任せてしまうことになりがちになる。完全にコンサルタントに依存しないようにと何度も職員に話すようにしている。自分たちがやらなければ変わらないという意識が大事」とあります。

　・ 工賃アップは最終目的ではありません。はじめに「工賃アップありき」ではなく、利用者の生活の質を高めていこうという施設の強い思いがあってこその「工賃アップ」だと思います。「工賃アップの意味」について施設長・職員全体・利用者（家族）全体の共有理解を形成し、どうしたらいいかの議論や葛藤が施設の中に発生し、その上でコンサルタントからの専門的なアドバイスを受けて、施設自らチェックしていくというプロセスを経て、工賃アップは実現されていくものです。こうした一連の工賃アップ（生活の質の向上）に向けたロードマップづくりは「施設の主体性」の発揮なしに成し得るものではありません。全てをコンサルタントに委ねるのではなく「施設の主体性」を発揮しつつ、今後の事業を進めていただくようお願いいたします。

③「授産事業の専門性」とは何かをもう一度問い直すこと
　・ 自らの専門性は「福祉」にあると意識している職員が多く、生産管理や営業を行い市場経済に立ち向かっていくという意識を持った職員は少ないのではないでしょうか。このことはコンサルタントからいただいたの意見・提案の中でも「福祉事業と授産事業の二重性があって違和感がある」との意見に如実に現れています。

　・ しかしながら、経済活動を目指す部分と福祉サービスを提供する部分、この両輪をどううまく適合させていくかというところに、授産事業の「専門性」があるのだと思います。経済活動の部分についてコンサルタントから「こうすればいい、ああすればいい」という具体的なアドバイスが出たときに「私たちの仕事は福祉です。経済活動はコンサルタントにお任せします」といった脆弱な「専門性」でいいのでしょうか。

　・ あわせて施設の側から授産事業の「専門性」について、誰にでも理解できる言葉で共通言語化し、明確にコンサルタントに伝えていく努力も必要です。こうしたお互いの「専門性」でもって意見をぶつけ合うことによって、よりよい成果が生まれてくるのだと思います。そのプロセスにおいて、施設とコンサルタントとの間で、葛藤が生じてくるのは当然のことだと思います。

　・ 今回のモデル事業の実施を通じ「授産事業の専門性とは何なのか」をもう一度問い直してください。そして「経済活動と福祉サービスとを融合していく」という主体性をもって今後もコンサルタントに向き合っていただくようお願いいたします。

（6）経営コンサルタントからのモデル事業の進め方の意見・提案

（１月～２月に経営コンサルタントから意見聴取・事業推進特別委員会集約）
※ 経営コンサルタント（福祉関係者以外の第三者）の視点で、授産施設に実際に入ってその状況などについて感じたことを率直に意見聴取し、今後の事業の進め方などについて、事業推進特別委員会で協議。　　　　　　　（１月18日・第３回事業推進特別委員会）

経営コンサルタントからの問題提起

【前提として】

　●「工賃アップ」を行うとは、民間の企業と戦って勝つだけの「強い商品力」と「強い営業力」が必要。

　● しかし、業界情報や競合先に関する情報等があまり入手・分析されていない。

　● また、販売管理・商品管理等のデータが作成・分析されていないし、生産性に関するデータも収集・分析されていない。

　● 営業に対する考え方も弱く、人材も「営業力の高い者を採用する」とはなっておらず、教育訓練も体系的なものが組み立てられているわけではない。

　● 総じて職員の必要な力量が「福祉」に向いており、収益を上げるという方向に向かっていない。

【２つの機能、会計の違い】

　● 授産会計と福祉会計（施設会計）という異なる２種類の会計があることにより、施設の方針や目標が不明確。

　●「施設経営存続」と「工賃の向上」とが、時に相反する課題となる。

　● 施設の職員は、職業指導能力よりも、生活指導員的役割を強く意識しているところが多い。

　● 民間企業の顧客は一般市場顧客のみであるが、福祉施設では「利用者とその家族」「一般市場顧客」という施設から見てサービスの方向性が異なる２種類の顧客が存在する。

【意識改革】

　● 職員が工賃アップをあまり望んでいない。利用者・家族も工賃を欲しがらない。

　● 現状を変えず、今までどおりに固執。

　● 家族が望まなければ、就労は必要ないという考え方の誤り（真のノーマライゼーションについて議論が必要）。

　● 事業収益が給料に直結しない施設職員。

　● 法人理事会ですら、施設理念を離れ、授産を二の次に考え、施設の社会的使命は「保護・養護サービス」と考える傾向も大きい。

【仕事の内容】

　● 目標（工賃月額３万円）には所詮及ばないと思われる内職ベースの既存事業見直しの必要性。

　● 目標に向かうためには、リスクはあるが敢えて高収益新規事業の開発に取り組む必要がある。

【施設の体質、依存性等】

　● 工賃水準のアップは施設が努力して達成するのではなく、他からしてもらえるのだと考えておられるような勘違いがあった。施設は、黙ってコンサルタントに任せていれば、工賃が上がる仕組みを作ってくれると思われていた節がある。行政などへの陳情と同じように考えておられたのではないかと思うほど、主体性が感じられない職員がいた。本来は工賃アップを求める人が存在し、そのためにどうするのか、とやっていくもの。

　● 無理やり「工賃アップをしましょう」とコンサルタント側から持ちかけているような錯覚に陥ることも多かった。その度に工賃アップの必要性を説明し、職員もそのために努力することが本来の任務だと説得する時間が予想外に多く必要だった。

　● 職員、理事の意見統一に時間がかかる。また、一旦決定したはずの事柄が容易に変更されることも多い。職員会議の話し合いで事を進める慣習となっており、一人の反対があるとすべてが滞る。結果、「今までどおりにしておこう」となると、なかなか改善は進まない。

　● 内部の「そんなことできない」という反発。

　● 職員にこそ自立支援が必要。もっと職員が事業経営の基礎を学ぶ必要がある。

【研修の必要性、第三者による評価】

　●「障害者の職業能力」を向上に導くための施設内研修や「障害者の日常的職業技能訓練プログラム」（ＯＪＴ計画、訓練計画）がほとんど見られず、また職員のそういった努力や技能を査定する仕組みもない。

　● 第三者機関による施設および施設職員の能力評価とその能力資格認定制度をつくることも検討すべき時期だと思われる（職員の自己育成努力が報われる仕組みづくり）。

　● 障害者側から見て、施設の職業訓練カリキュラムやその指導能力を測る基準が示されていないため、入所先を自ら選定することがほとんど不可能。

　● 施設職員の段階的研修プログラムと評価システムの導入（努力が報われる制度）。

　● 運営方針づくりには第三者コンサルティングの導入が必要。

【企業から見た授産施設】

　● 今回の事業を通じて、障害者の活用についての一般企業の理解が少ないことが理解できた。

　● 障害者福祉施設は一般企業人にとって閉鎖的な印象を受け、職業訓練的な業務を担っていることの理解が進んでいない。

【家族等の意識】

　● 障害者自らが就労して生活費を稼ぐことへの不安とあきらめの蔓延。

　● 国の障害者生活保護政策への過度な期待と要求（障害者は働かなくとも守られるべきという考え方、社会的隔離、経済社会への不参加是認）。

【今後に向けたコンサルタントからの提案】

　● 対象施設募集の段階で、施設の実行責任者の主体的な固い意志の確認と評価のための面談の実施。

　● 応募施設の具体的計画内容（方向性）の検討と評価（経済団体などに委託してもいいのでは）。

　● どの程度、利用者および家族と話し合ったか、その内容と結果の確認。新規事業に挑戦するとなった場合の具体的な支援策の用意（補助金でなく設備投資融資制度など）。

　● 職員の職業指導能力開発・教育プログラムと資格認定制度。実行して実効を上げた施設の表彰と世間への公表。

　● 施設が担うべき役割とコンサルタントが担うべき業務の分担の明確化。
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